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第９節 医療安全の確保等 

 

 

 

 

 

 現状・これまでの取組  

１ 医療安全対策 

 ○ 社会経済情勢の変化、少子高齢社会の進展、生活スタイルの変化に伴い、都民

の健康に関する意識は高まり、医療に対するニーズも多様化する一方、人工臓器・

再生医療などの医療技術の進歩も著しく、健康や医療に関する情報は高度化・複

雑化しています。 

 

 ○ 都民は、病気やけがなどをしたときに、患者の視点に立った確かな診断と治療

技術に裏付けられた質の高い医療機関を受診することを望んでいます。  

 

 ○ しかし、受診した医療機関から提供された医療情報が十分でない場合には、適

切な医療を選択できない可能性があるとともに、自らが選択した医療機関を受診

しても、医療に関する知識の不足や医師等の説明不十分などを原因としてトラブ

ルが生じるケースもあります。 

 

 ○ 都は「患者の声相談窓口」を設置し、患者やその家族、都民からの医療に関す

る相談への対応や情報の提供、苦情等のあった医療機関等に対する必要な助言指

導を行っています。 

 

○ また、平成 19 年度からは「患者の声相談窓口」を充実・発展させ、「医療安全

支援センター」を都本庁内と都保健所（５か所）に設置しているほか、特別区（２

区）、保健所設置市の八王子市及び町田市にも設置されています。 

なお、「医療安全支援センター」が設置されていない特別区も、専用相談窓口の

設置等により、全ての特別区が医療に関する相談に対応しています。 

 

○ 医療機関の管理者、医療安全担当者、相談担当者等に対する講習会等を通じて、

医療機関内の医療安全に対する意識の向上を図っています。 

 

 ○ 重大な医療事故等が発生すると、都民の医療機関への不安や不信を招くことに

つながります。 

 

 ○ 平成２７年１０月から医療事故調査制度が始まりましたが、制度について、病

院管理者や職員が十分に理解していない病院が見受けられます。 

○ 患者・都民中心の医療を実現するため、保健医療サービスの質の向上を支援す

るとともに、医療安全に対する意識の向上を図ります。  
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 ○ 都は、医療法第２５条第１項に基づく立入検査を行い、都内病院に対して医療

法をはじめとする関係法令の遵守はもとより、特定機能病院におけるガバナンス

の強化に向けた指導の徹底など、各医療機関における医療安全の確保に努めてい

ます。 

   なお、診療所に対しては、特別区、保健所設置市及び都保健所が立入検査を行

っています。 

 

 ○ また、精神科病院に対しては、精神保健福祉法第３８条の６に基づく立入検査

を行い、入院制度や行動制限の適正な運用に向けた指導の徹底など、人権に配慮

した患者の処遇の確保に努めています。 

 

 ○ 新型コロナウイルス感染症の流行により、院内感染が拡大し、医療機関の医療

機能に大きな影響が生じました。 

 

 ○ 立入検査の機会等を通じて、「院内感染対策のための自主管理チェックリスト」

の活用を促すなど、病院の自主的な院内感染防止対策の取組を支援しています。  

 

 ○ 医療機関が、院内感染の予防及び発生時の対応等について、相互に相談や情報

共有できる地域のネットワーク同士の連絡会開催等により、各ネットワークの活

動を支援してきました。 

 

 ○ 薬局においては、調剤過誤等が起こらないよう正確な調剤を行うとともに、医

薬品の服用方法等について十分な説明を行っています。 

 

 ○ 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和３

５年法律第１４５号）に基づく薬局の立入検査では、医療安全対策を講じている

かを調査するとともに、不備がある場合には、専門的な指導を行っています。 

 

２ 医療廃棄物の適正な処理 

 ○ 保健医療に関して都民の安全・安心な生活を確保するためには、医療提供施設

から排出される医療廃棄物を適正に処理し、日常の生活環境を守ることも重要で

す。特に、感染性廃棄物は、たとえ少量であっても不法投棄などの不適正な処理

をされると、周辺環境に重大な影響を及ぼしかねません。  

 

○ 医療廃棄物の処理の把握については、廃棄物の容器に貼付したＱＲコード等を

用いて、搬出入や処分等の各段階において適切な処理を確認することが可能とな

ります。そのため、都は平成 17 年から医療廃棄物の個別追跡管理システムの普

及に取り組んでいます。 
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○ また、在宅医療により排出される医療器材等の廃棄物についても適切な処理が

必要です。東京都薬剤師会の加盟薬局においては、在宅医療廃棄物のうち、在宅

患者が薬局から購入して使用済みになった注射針の回収事業を実施しています。 

 

３ 都における死因究明体制 

 ○ 死体解剖保存法（昭和 24 年法律第 204 号）に基づく政令により、監察医を

置くべき地域として、特別区、大阪市、横浜市、名古屋市、神戸市の５つに地域

が定められており、都は、監察医務院を設置し、検案・解剖業務を行っています。

政令が適用されていない多摩・島しょ地域では、東京都医師会及び大学等の協力

を得て、昭和 53 年から監察医制度に準じて、検案・解剖を行っています。  

 

○ 死因究明体制は、本来、国が必要な法整備を行って、地域を限定せずに整える

ことが必要です。都では、都全体でより精度の高い死因究明を行っていくため、

国に対して東京都全域に監察医制度が適用されるよう、平成 23 年度から政令の

改正を繰り返し求めています。 

 

 ○ 令和元年９月、東京都死因究明推進協議会において、都における死因究明の体

制を維持・推進していく方向性について、「東京都における持続可能な死因究明体

制の推進」として報告書が取りまとめられました。 

  

○ この報告書をもとに、死因究明等推進基本法やそれに基づく死因究明等推進計

画等を踏まえて東京都死因究明推進協議会等において議論を深め、都における死

因究明の推進を図っています。 

 

 

 課題と取組の方向性  

＜課題１＞医療安全対策の推進 

 ○ 都民が安心して良質な医療を享受できる医療機関等を確保するとともに、都民

とその家族が治療に関する十分な情報を得られるよう、引き続き医療安全対策を

推進していくことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組１）医療安全支援センターを活用した支援 

 ○ 医療安全支援センターを通じて、「患者の声相談窓口」による相談・苦情への

対応はもとより、医療安全の推進に関する情報提供、医療機関等の管理者・従事

者に対する医療安全に関する研修、医療安全のための協議会等の開催などを実施

します。 

 

 ○ 相談を必要とする患者等が「患者の声相談窓口」をより一層活用できるよう、

SNS など様々な媒体を用いて認知度向上に努めていきます。 
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＜課題２＞医療安全支援センターの設置 

 ○ 医療安全支援センターが設置されていない特別区にも、医療安全支援センター

を設置するよう、引き続き働きかけていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

＜課題３＞医療施設の監視指導等 

 ○ 医療安全の確保や安全で質の高い医療を提供するため、医療法をはじめとする

法令改正等に対応した立入検査を実施していく必要があります。  

 

 ○ 病院の運営管理が法令等に基づき適正に行われるよう、また、人権に配慮した

患者の処遇等について適正な運用が図られるよう、都内病院の管理体制の強化に

向け、より一層指導を充実していくことが必要です。 

 

 ○ 立入検査に係る都から医療機関への通知や医療機関から都への報告等は主に紙

媒体で行われているため、連絡業務のデジタル化に向けた取組が必要です。 

 

 ○ 病院の院内感染対策の強化を図るためには、コロナ禍における院内感染の流行

を踏まえた取組を行うことが必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組２）医療安全支援センターの設置を促進 

○ 医療安全支援センターを設置していない特別区に対し、技術的支援及び財政的  

支援を通じ、医療安全支援センターの設置を促進します。 
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（取組３－１） 立入検査の実施 

 ○ 病院の立入検査は、法令遵守を指導することはもとより、医療安全対策につい

て、病院が実質的な改善を図れるよう、病院の状況や検査目的に応じた多様な検

査を実施するなど、専門的な視点から具体的な指導を行う体制を強化します。ま

た、改善が見られない病院に対しては、重点指導を行っていきます。  

 

○ 人工心肺装置等の高度な医療機器や CT、MRI 等の医療機器を保有している医

療機関については、定期的な保守点検が行われているかなど医療機器の安全管理

体制が整備されているか確認します。 

 

○ 医療機関に対し、医療関係職種の業務範囲の見直しやサイバーセキュリティ対

策等、法令改正等を踏まえた指導を実施していきます。  

 

 ○ 保健所設置市及び特別区に対し、診療所等に対する定例の立入検査に必要な情

報の提供及び技術的支援を行い、実施を促進します。  

 

 ○ 医療機関等に関する苦情や相談が都民から寄せられた際には、調査等をした上

で必要な助言指導を行うなど、医療安全の確保に引き続き努めていきます。  

 

○ 業務のデジタル化を推進し、業務負担の軽減や効率性及び利便性の向上を図っ

ていきます。 

（取組３－２） 院内感染対策の推進 

 ○ 立入検査での院内感染予防対策の体制整備の確認や、「院内感染対策のための

自主管理チェックリスト」の活用促進を通じて、引き続き病院の自主的な院内感

染防止対策の取組を支援します。 

 

 ○ 各地域の院内感染対策に係るネットワークの取組状況を把握し、好事例の共有

等を通して活動を支援するなど、取組の推進を図っていきます。また、診療報酬

上の加算である「感染対策向上加算」の未算定病院等への感染管理認定看護師等

による訪問支援や、感染対策に工夫や配慮が必要な精神病床や療養病床を有する

病院への研修機会確保により、平時からの院内感染対策を強化していきます。 
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＜課題４＞医療廃棄物の適正な処理 

 ○ 排出された医療廃棄物は、排出者が産業廃棄物管理票（マニフェスト）や現地

確認等によって、最終的に適正に処分されたことを確認することが必要です。  

 

 ○ 今後ますます高齢者人口が増えるにつれて、増加する在宅医療廃棄物について

は、適正に処理することが重要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜課題５＞死因究明体制の確保 

 ○ 都における死因究明体制の確保・充実を図るためには、検案業務を行う医師の

高齢化に伴う検案医確保困難地域への対応とともに、検案医の専門性の向上が必

要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（取組５）検案医の確保と専門性の向上 

 ○ 多摩地域において、大学法医学教室の協力を得て実施する巡回検案の地域を拡

大するとともに、地区医師会への働きかけや区部の法医学教室にも検案業務等へ

の協力を依頼するなどして、検案医の確保が困難な地域における検案体制を確保

します。 

 

○ 大学法医学教室と協力し、症例検討等を取り入れた研修会を実施し、検案医の

確保や精度向上を図るとともに、新たな検案医の確保・育成のため、医学生等を

対象としたセミナーなどを開催します。 

 

○ 国に対し、監察医制度が東京都全域に適用されるよう、政令の改正を引き続き

求めていくとともに、死因究明推進協議会において多摩地域の検案体制をはじ

め、都における死因究明体制の充実に向けた検討を進めていきます。 

（取組４）医療廃棄物の適正処理の更なる推進 

○ 医療廃棄物の適正処理を一層推進するため、都は、廃棄物の処理手続等につい

て医療提供施設への周知を図るとともに、今後も東京都医師会等と連携して、都

の第三者評価制度認定業者等の優良な処理業者の活用や電子マニフェストを利

用して医療廃棄物を適正に管理する仕組みの普及を図っていきます。  

 

○ 東京都薬剤師会の加盟薬局における自主的な取組として使用済み注射針の回

収事業を行っていますが、年々増加する在宅医療廃棄物についても、患者や介護

者の立場を考慮した適正処理について、一般廃棄物を所管する区市町村や関係者

と今後の方向性について検討していきます。  
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 評価指標  

 

取組 指標名 現状 目標値 

取組１ 

取組２ 

取組３ 

医療安全対策加算届出病院数 

（加算１及び加算２） 

（出典：医療機関届出情報（地方

厚生局）施設一覧リスト） 

３３７病院 増やす 

 


